
大野郡５町２村合併協議会広 報

４月22日、第14回合併協議会を清川村で開催
８協定項目が協議確認されました。（詳細は次頁以降）
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社会福祉協議会の運営補助は、新市に継続する。

町村道は、現行のとおり新市に引き継ぐ。新市道の認定基準は統一する。

農作物は、新市においても産地化が図れるよう推進する。

認定農業者は、新市に引き継ぐ。認定基準等は合併までに調整する。

独自の補助金等は、原則として合併時に廃止する。

使用料は、原則として現行のとおり。手数料は合併時に統一する。

必要なものは、新市において調整する。

委託している事業のサービス水準が低下しないように合併までに調整する。



第14回合併協議会

＜議会議員定数等検討小委員会の報告＞

　 はじめに、委員の交代に伴う委嘱状の交付が行われ
 ました。報告項目として、「議会議員定数等検討小委
 員会報告」が伊藤憲義小委員会委員長から報告があり、
 次回以降の協議会で協議されることになりました。
 　新規協議は、「農業委員会委員の定数及び任期の取
 的団体等の取扱い（その２）」、「補助金、交付金等の取
 扱い（その２）」、「広報広聴事業の取扱い（その２）」、
「病院・診療所の取扱い」、「農林水産事業の取扱い（そ
 の２）」、「商工観光事業の取扱い（その２）」、「勤労者
 ・ 消費者事業の取扱い」、「建設事業の取扱い（ その
 ２）」、「社会福祉協議会の取扱い（その２）」の11協定
 項目の協議が行われました。そのうち次のように８項
 目が確認されました。また、「農業委員会委員の定数及
 び任期の取扱い」、「広報広聴事業の取扱い（その２）」、
「病院・診療所の取扱い」の３項目は継続協議となり
 ました。

１　経　過

   議員の定数及び任期の取扱いに関する議員定数等検討小

委員会は、大野郡５町２村合併協議会規約第11条第１項に

基づき、平成15年12月25日に設置され、計６回の協議を行

った。

　協議の主な内容は以下のとおりである。

２　協議結果

（1）設置選挙における定数特例・在任特例の適用について

           現在の社会情勢及び財政状況並びに合併の効果等

        を考慮し、特例法第６条（議会の議員の定数に関する

        特例）を適用し、27人（三重町）又は36人（清川村、緒

        方町、朝地町、大野町、千歳村、犬飼町）とする。

           ただし、同法第６条についての結論が見出せない以

        上、別の選択肢として、第７条（議会の議員の在任に

        関する特例）を適用する少数意見（大野町、千歳村）が

        あったことを付す。

（2）選挙区の設置について

           特例法第６条適用の場合、公選法第15条第６項の

        規定に基づき、旧町村毎に選挙区を設ける。

           旧町村毎の定数は、公選法第15条第８項の規定を

        適用し、27人の場合は、（三重町11人 、清川村２人、

        緒方町４人、朝地町２人、大野町３人、千歳村２人、

        犬飼町３人）とし、36人の場合は、（三重町12人、清

        川村３人、緒方町５人、朝地町４人、大野町５人、千

        歳村３人、犬飼町４人）とする。

           尚、選挙区の設置については設置選挙の場合に限

        る。

（3）一般選挙の議員の定数について

           設置選挙後初めて行われる一般選挙により選出さ

        れる新市の議会の議員定数は、地方自治法第91条第

        ２項第５号に定める上限数の26人とする。

�

あいさつをする森健一清川村長

報告をする伊藤憲義委員長

（議会議員定数等検討小委員会）
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議会議員定数報告案

三 重 町 11
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清 川 村

緒 方 町

朝 地 町

大 野 町

千 歳 村

犬 飼 町

計

町村名 計

三重町案
清川村・緒方町・朝地町・
大野町・千歳村・犬飼町案

人口割のみ 人  口  割 平  等  割

（人口割について、三重町は四捨五入、他の町村は切り上げによる。）

　議会議員定数等検討小委員会の報告を受けまし

て、今後取り扱いが協議されました。協議結果と

して次回（第15回）協議会で協議されることにな

りました。�  　

新合併協議会委員紹介

　　大野町新市まちづくり委員長�   

�　　　　　　（新）　大　野　晃　達�    

�　　　　　　（旧）　城　井　　学



協定項目第16-2号  

使用料・手数料等の取扱い（その２）について

１   使用料については、原則として現行のとおりとす

　る。ただし、新市における住民の一体性の確保を図

　るとともに、住民負担に考慮し、負担の公平性の原

　則から、適正な料金のあり方等について、新市にお

　いて検討する。

２　手数料については、住民の一体性の確保、負担公

　平の原則を基本に合併時に統一する。

協定項目第17-2号  

公共的団体等の取扱い（その２）について

　公共的団体については、新市の一体性を確保するた

め、それぞれの団体の実情を尊重しながら、統合整備

について次のとおり調整に努める。

（1）大野郡５町２村又は複数町村に共通している団体

     は、できる限り合併時に統合できるよう調整に努め

     る。

（2）統合に時間を要する団体は、将来の統合に向けて

     検討が進められるよう調整に努める。

（3）大野郡５町２村で独自の目的をもった団体は、現

     行のとおりとする。

協定項目第18-2号  

補助金、交付金等の取扱い（その２）について

１ 大野郡５町２村又は複数町村で、同一又は同種の補

    助金等は、合併時に統一する方向で調整する。

２ 大野郡５町２村で独自の補助金等は、原則として合

    併時に廃止し、必要なものについては、新市におい

    て調整する。

３ 上部団体の負担金等は新市において調整する。

協定項目第42-2号  

商工観光事業の取扱い（その2）について

協定項目第43号  

勤労者・消費者の取扱いについて

１ 観光関係施設については、新市に引き継ぐ。ただし、

    管理運営方法については、合併までに調整する。

２ 道の駅・里の駅（公設）については、情報発信や交

    流拠点施設として重要な施設であるため、現行のと

    おり新市に引き継ぐ。ただし、管理運営については、

    新市において調整する。

１ 勤労者関係事業及び消費者事業については、新市に

    引き継ぐ。

２ シルバー人材センターについては、新市においても

    引き続き支援する。

農林水産事業の取扱い（その２）について

協定項目第41-2号  

１ 一般農政関係事業の取扱いについて

（1）各種振興計画については、新市において速やか

        に策定する。

（2）認定農業者は、新市に引き継ぐ。ただし、認定

        基準及び関係事業については、合併までに調整

        する。

（3）国の生産調整対策及び町村単独事業については、

        地域間で不均衡を生じないよう合併までに調整

        する。

（4）作物関係事業については、新市においても産地

        化が図れるよう推進し、事業内容については、

        合併までに調整する。

（5）その他の事業については、合併までに調整する。

２ 農業土木関係事業の取扱いについて

（1）農地・農業用施設整備事業、耕地災害復旧事業

        及び農道愛護事業については、合併までに調整

        する。

（2）かんがい排水関係事業、農地等高度利用促進事

        業及び新農業水利システム保全対策事業につい

        ては新市に引き継ぎ、事業内容については合併

        までに調整する。

（3）農業土木積算システム運用支援業務委託事業、

        農道台帳管理費負担金、大分県土地改良連合会

        事業費賦課金及び農業土木関係事業償還金につ

        いては、新市に引き継ぐ。

（4）分担金については、合併までに調整する。

３ 農林業公社の取扱いについて

（1）農業公社、農林業公社及び地域振興公社につい

        ては、出資金・財産等を新市に引き継ぐ。

（2）管理運営については、運営補助金及び経営改善

        等を含め、新市において調整する。
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＜確認された協定項目内容＞



協定項目第44-2号  

１ 町村営住宅の取扱いについて
（1）公営住宅について
    ① 家賃算定方法、敷金、駐車料金、共益費等は現
        行のとおり新市に移行し、新市において調整す
        る。
    ② 入居者資格、選考方法、住宅管理人、家賃・敷
        金の減免・徴収猶予等は、合併時に三重町の例
        により統一する。
（2）特定公共賃貸住宅について
    ① 家賃、敷金、駐車料金、共益費等は現行のとお
        り新市に移行し、新市において調整する。
    ② 入居資格については、合併時に統一する。ただ
        し、朝地町の入居基準は、現行のとおりとし、
        新市で調整する。
    ③ 入居者の選考、住宅管理人等は合併時に統一す
        る。
２ 道路事業の取扱いについて
（1）町村道については、現行のとおり新市に引き継
�

協定項目第７号  

農業委員会委員の定数及び任期の取扱いについて

１ 社会福祉協議会の運営に係る補助金については、社会福祉法にいう地域福祉の担い手としての役割を踏まえ、
    新市においても継続する。ただし、補助の内容、補助額等については合併までに調整する。
２ 現在委託している事業については、現行のサービス水準が低下しないように合併までに調整する。

建設事業の取扱い（その２）について

協定項目第49-2号  社会福祉協議会の取扱い（その２）について

協定項目第35号  

病院・診療所の取扱いについて
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＜継続協議となった協定項目内容＞

        ぎ、新たな市道の認定基準については、新市に

        おいて統一する。

（2）町村道の維持管理については、合併までに統一

        する。

（3）道路補助制度については、合併時に廃止する。

（4）道路占用料については、新市において調整する。

３ 河川事業の取扱いについて

（1）河川補助制度については、合併時に廃止する。

（2）河川占用料等については、新市において調整す

        る。

４ 建設一般補助金等の取扱いについて

（1）宅地防災工事補助金は、合併時に廃止する。

（2）水道料金徴収委員補助金は、合併時に廃止する。

（3）分担金については、継続事業を除き、合併時に

        統一し、徴収する。ただし、道路関係について

        は、合併時に廃止する。

１ 新市において、大野郡５町２村を区域とした農業委

    員会を一つ設置する。

２ 農業委員会の公選による委員の定数については、30

    名とする。

３ 農業委員会委員の選出方法については、合併後最初

    の選挙に限り選挙区制を導入する。ただし、選挙区

    の定数については、定数30名の内14名を均等割と

    し、各町村に２名割り当て、残りの16名を農地面積

    割りにより算出された者との合計とする。

協定項目第28-2号  

広報広聴事業の取扱い（その２）について

情報通信関係事業の取扱いについて
（1）ホームページについては、合併時に統一し、新
        市において開設する。
（2）オフトーク、ケーブルテレビについては、新市
        に引き継ぐ。ただし、事業及び内容については、
        新市において調整する。
（3）電光掲示板については、新市に引き継ぐ。
�

協議検討のための追加資料の要求が次の3協定項目にあり、次回協議会へ継続協議となりました。�         
�

　公立おがた総合病院及び清川村国民健康保険直営診

療所については、「公立医療施設総合検討専門委員会」

の検討結果を踏まえ、合併までに調整する。



＜提案された協定項目＞

5

建設事業の取扱い（その３）について

　今回、「建設事業の取扱い（その３）」の１項目が提案されました。
提案された協定項目は関係町村で協議がされ、次回協議会（５月１３日・緒方町中央公民館）で協議が行われ
ます。

協定項目第44-3号  

１土地開発公社の取扱いについて

（1）土地開発公社については、新市においても存続させるものとする。ただし、詳細については、三重町・

大野町の公社理事会の協議結果を尊重し、合併までに調整する。

協議会での協議状況協議会での協議状況
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5
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13

14

15

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

30

31

32

合併の方式

合併の期日

新市の名称（その1）

新市の名称（その2）

新市の事務所の位置

財産の取扱い

議員の定数及び任期の取扱い（その1）

地方税の取扱い

一般職の職員の身分の取扱い

特別職の身分の取扱い

条例・規則等の取扱い

事務組織及び機構の取扱い

一部事務組合等の取扱い（その1）

使用料・手数料等の取扱い（その2）

公共的団体等の取扱い（その2）

補助金・交付金等の取扱い（その2）

町名・字名の取扱い

慣行の取扱い

行政区の取扱い

男女共同参画の取扱い

電算システムの取扱い

国民健康保険事業の取扱い

介護保険事業の取扱い

消防防災事業の取扱い

広報・広聴事業の取扱い（その1）

交通対策事業の取扱い

衛生事業の取扱い

障害者福祉事業の取扱い

高齢者福祉事業の取扱い

交流事業の取扱い

児童福祉事業の取扱い

27

33

15. 3. 26

15. 3. 26

15. 3. 26

15.12. 25

15.12. 25

15.12. 25

15.12. 25

15.12. 25

15. 4. 24

16. 1. 15

15. 5. 26

16. 2. 26

15.12. 25

15.12. 25

16. 2. 26

16. 2. 12

16. 2. 26

15.12. 25

16. 2. 12

16. 1. 15

15. 3. 26

15.12. 25

15. 4. 24

15.12. 9

15.12. 9

15. 4. 24 対等合併

広報第９号に掲載

広報第６号に掲載

広報第６号に掲載

広報第６号に掲載

広報第６号に掲載

広報第６号に掲載

広報第６号に掲載

広報第６号に掲載

広報第６号に掲載

広報第７号に掲載

広報第７号に掲載

広報第６号に掲載

広報第６号に掲載

広報第６号に掲載

広報第９号に掲載

広報第９号に掲載

広報第10号に掲載

広報第10号に掲載

広報第11号に掲載

広報第12号に掲載

広報第13号に掲載

広報第13号に掲載

広報第13号に掲載

広報第11号に掲載

広報第10号に掲載

小委員会を設置

応募要領

小委員会を設置

場所は三重町（広報第６号に掲載）

H.17.3.3115. 4. 24

15. 4. 24

16. 1. 29

16. 1. 29

16. 3. 11

16. 3. 11

16. 3. 11

16. 3. 25

16. 3. 25

16. 3. 25

16. 3. 11

16. 3. 11

16. 2. 26

16. 2. 26

16.  4.   8

16.  4. 2216.  4.   8

16.  4. 2216.  4.   8

16.  4. 2216.  4.   8

16. 2. 26

16. 1. 15

16. 1. 15

16. 1. 15

16. 1. 15

16. 1. 15

16. 1. 15

16. 1. 15

16. 1. 15

15.12. 25

15.12. 25

15.12. 25

15.12. 25

15.12. 25

15.12. 25

協定
番号 案件数

協定項
目の数協　　定　　項　　目 協 議 結 果提案日 確認日

１ １

２ ２

３

４
３

４ ５

６

７

８

９

10

11

12

13

15

17

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

32

34

５

６

７

８

９

10

11

12

16
使用料・手数料等の取扱い（その1）

17
公共的団体等の取扱い（その1）

18
補助金・交付金等の取扱い（その1）

16. 3. 25 広報第12号に掲載

広報第12号に掲載

広報第12号に掲載

16.  4.   8

16. 3. 25 16.  4.   8

16. 3. 25 16.  4.   8

14

16

18

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2925

3026

3127

28

3329

30

確
認
さ
れ
た
協
定
項
目

39

40

健康づくり事業の取扱い

人権教育・同和対策事業の取扱い

保育事業の取扱い

生活保護事業の取扱い

その他の福祉事業の取扱い

環境対策事業の取扱い

34

36

37

38

15.12. 25

16. 2. 12 広報第９号に掲載

広報第11号に掲載

広報第11号に掲載

広報第11号に掲載

広報第12号に掲載

広報第６号に掲載

16. 3. 11

16. 3. 11

16. 3. 11

16. 3. 25

16. 3. 25

16. 4.  8

16. 3. 25

16. 2. 26

16. 1. 15

3531

40

34

39

37

38

広報第11号に掲載16. 3. 25 32 36

35

36

33
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合併協議会・幹事会・小委員会・専門委員会は公開しています

▼
▼

▼

　今後の開催予定は下記のとおりとなっています。なお、都合により日程を変更することがありますので、傍

聴される方は合併協議会事務局にご確認のうえお越しください。また、小委員会と専門委員会の開催日程は、

事前に合併協議会事務局又は合併関係町村役場の窓口へお問い合わせください。

　これらの会議の開催日程は、協議会のホームページにてお知らせしています。�         

�

６月24日（木）午後１時30分

場所／大野町中央公民館大集会室

第17回協議会

第16回協議会 ５月27日（木）午後１時30分

場所／朝地町公民館ホール

６月17日（木）午後１時30分

場所／大原総合体育館研修室

第17回幹事会

第16回幹事会 ５月20日（木）午後１時30分

場所／大原総合体育館研修室

▼

幹事会の予定協議会の予定

協議会での協議状況協議会での協議状況

7

10

3

6

44

45

46

48

49

50

51

52

41

建設事業の取扱い（その1）

建設事業の取扱い（その2）

地籍調査事業の取扱い

定住促進事業の取扱い

上下水道事業の取扱い（その1）

上下水道事業の取扱い（その2）

学校教育事業の取扱い（その1）

学校教育事業の取扱い（その2）

学校教育事業の取扱い（その3）

社会教育事業の取扱い（その2）

社会教育事業の取扱い（その1）

社会福祉協議会の取扱い（その1）

社会福祉協議会の取扱い（その2）

その他の事業の取扱い（その1）

その他の事業の取扱い（その2）

新市の名称（その3）

議員の定数及び任期の取扱い（その2）

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い

地域審議会の取扱い

新市建設計画

一部事務組合等の取扱い（その2）

町名・字名の取扱い（住居表記の統一）

広報・広聴事業の取扱い（その2）

病院・診療所の取扱い

建設事業の取扱い（その3）

文化振興事業の取扱い

新市の名称募集終了
小委員会で報告書作成中

11

15

19

28

35

商工観光事業の取扱い（その1）

商工観光事業の取扱い（その2）

勤労者・消費者事業の取扱い

農林水産事業の取扱い（その1）

農林水産事業の取扱い（その2）

42

43

44

47

16. 2. 26

16. 2. 26

16. 2. 26

16. 2. 26

16. 2. 26

15.12. 25

15.12. 25

16. 2. 12

広報第10号に掲載

広報第９号に掲載

広報第10号に掲載

広報第10号に掲載

広報第10号に掲載

広報第10号に掲載

広報第11号に掲載

広報第11号に掲載

広報第12号に掲載

広報第12号に掲載

広報第13号に掲載

広報第13号に掲載

広報第13号に掲載

広報第13号に掲載

広報第13号に掲載

広報第11号に掲載

広報第11号に掲載

広報第６号に掲載

広報第６号に掲載

広報第７号に掲載

広報第７号に掲載

16. 3. 11

16. 3. 11

16. 3. 11

16. 3. 11

16. 3. 11

16. 3. 11

16. 3. 11

16. 3. 11

16. 3. 25

16. 3. 25

16. 3. 25

16. 3. 25

16. 3. 25 16. 4.  8

16. 3. 25 16. 4.  8

16. 4.  8 16. 4. 22

16. 4.  8 16. 4. 22

16. 4.  8 16. 4. 22

16. 4.  8 16. 4. 22

16. 4.  8 16. 4. 22

16. 3. 11

16. 2. 26

16. 1. 15

16. 1. 15

16. 1. 29

16. 1. 29

16. 1. 15

16. 1. 15

協定
番号 案件数

協定項
目の数

案件数
協定項
目の数

案件数提案済み
協定項
目の数

協　　定　　項　　目

協定
番号 協　　定　　項　　目 内　　　容　　　等

提　案　予　定協定
番号 協　　定　　項　　目

協 議 結 果提案日 確認日

63

64

65

66

67

68

69

70

71

46

44

45

43

42

41

52

51

50

49

48

47

49

50

51

52

42

43

44

45

46

40

41

54

55

56

57

58

59

60

62

61

53

48

47

37

39

38
確
認
さ
れ
た
協
定
項
目

今
後
提
案
さ
れ
る
協
定
項
目

小
委
員
会

で
検
討
中 5/27 提案

5/27

5/27

5/27

5/13

5/13

4/22

4/22 小委員会報告

4/8

4/8

4/8

（継続協議）

（継続協議）

（継続協議）




